
平成19年９月橋本市議会定例会会議録（第２号）の６ 

平成19年９月10日（月） 

                                           

（午後２時10分 再開） 

○議長（中上良隆君）休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 順番４、19番 中本君。 

 19番 中本君。 

〔19番（中本正人君）登壇〕 

○19番（中本正人君）それでは通告に従いま

して、一般質問を行わせていただきます。 

 ２点についてお伺いしたいと思います。ま

ず１点目としまして、救命率向上につながる

ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の普及につい

てお伺いしたいと思います。 

 ＡＥＤは、心肺停止状態になった人間の心

臓に電気ショックを与え、蘇生させるための

機械であり、平成16年７月から医療専門家以

外の人でも使用できるようになりました。Ａ

ＥＤの配備基準はといいますと、１日1,000

人以上が出入りする施設となっており、その

基準に達する市内の公共施設は、市役所庁舎、

市民会館、高野口の産業文化会館、県立橋本

体育館であります。市役所庁舎では、既に１

階、保険年金課前に、また２階では商工観光

課前に設置されております。県立体育館にお

きましては、メインアリーナ入り口横に設置

されております。 

 ここで、話は変わりますが、今年の千葉県

市川市市議会議員選挙において、巨人軍の長

嶋茂雄のものまねで有名なプリティ長嶋氏が、

ＡＥＤの普及をということで立候補し、当選

されておりました。出馬の動機はといいます

と、彼は長年少年野球チームの監督をしてお

り、３年前に対戦相手の少年が試合中にボー

ルが胸に当たり、心臓震盪を起こして亡くな

ってしまったとのことです。その後、全国各

地で心臓震盪で亡くなっている少年が多いと

いうことを知ったそうです。もし、そのとき

にＡＥＤという機械があれば、彼を救えた可

能性が高かったことを知り、ＡＥＤの普及の

ために立候補したと言っております。 

 ここで、ＡＥＤで社会復帰した事例を紹介

させていただきたいと思います。紀北地域の

中学３年生の女子生徒が、体育の授業中にお

けるマラソン中に突然倒れ、意識を失った。

しかし、迅速な119番通報と養護教員の人工呼

吸、心臓マッサージによる応急手当、救急隊

のＡＥＤによる電気ショックと救命処置、そ

して病院の高度な集中治療により、社会復帰

したということです。 

 また、高校野球春季近畿大会大阪府予選で、

飛翔館高校、これは前の泉州高校と桜宮高校

の試合中、飛翔館高校の投手が打球を胸に受

け心肺停止。たまたま家族と観戦していた岸

和田消防署の救急救命士がいて、心臓マッサ

ージと人工呼吸を行い、その後ＡＥＤで電気

ショックを与え、数分後に意識が戻ったとい

うことです。 

 また、東京の環状線、そして関西空港でも

ＡＥＤの使用で一命を取りとめたということ

も聞いておりますし、愛知万博では、会場300

ｍ間隔で約100台のＡＥＤを設置したとのこ

とです。 

 ここでお伺いしますが、消防本部として４

台のＡＥＤの指導用トレーナーを購入してお

りますが、ＡＥＤの取り扱いも含めた普通救

命講習会を、年間どのぐらい開かれているの

か。また、受講者数は何人であるのかをお伺

いしたいと思います。 

 次に、市の公共施設である産業文化会館、

文化センター、公民館のＡＥＤについて、ど
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のように考えておられるのかをお伺いしたい

と思います。また、市内21の小・中学校のＡ

ＥＤの設置について、教育委員会としてどの

ような考えを持っておられるかをお聞きした

いと思います。 

〔教育長（森本國昭君）登壇〕 

○教育長（森本國昭君）中本議員のご質問に

お答えをいたします。 

 まずはじめに、小・中学校教職員に対する

救急救命講習の受講状況について、ご報告を

申し上げます。  ２点目としまして、市道岸上紀の川線の法

面についてお伺いいたします。毎年８月頃、

岸上紀の川線法面の草を、委託業者による除

草が行われております。私は市議会議員とし

て行政に参画させていただく前から、一市民

として法面の除草に疑問を感じておりました。

何百万円もかけて除草業務が行われています

が、２万㎡からある法面の草が、初期に刈ら

れた面が除草完了時には、当然とはいえ、場

所によっては50㎝から60㎝の草が伸びている

ということ。また数カ月もすれば、テールア

ルメのコンクリート塀に草が垂れ下がってい

るということです。滋賀県の知事ではありま

せんが、本当にもったいないなあと私の目に

は映りました。 

 教育委員会では、教職員に対して、緊急の

際に応急手当を施せる力をつけるよう、平成

16年度から平成18年度まで、橋本消防署の応

急手当普及員講習会に各学校から１名ずつ参

加するよう、計画的に実施してまいりました。

その結果、44名の教職員が普及員の資格を得

ております。また、平成19年度は、消防署の

主催する普通救命講習を各幼稚園から１名ず

つ、小・中学校から２名ずつ、合計54名受講

させております。両講習の受講者合計は98名、

全員がＡＥＤの使用についての実地体験をし

ております。これによって、４年間に本市の

教職員全体の約20％が研修したことになりま

す。今後も受講者を増やし、緊急の対応がで

きるよう備えてまいりたいと考えております。  私は、何年前だったかは定かではありませ

んが、除草業者にいくらで委託されているの

かと聞いたことがありました。私の記憶では、

たしか350万円だったと記憶しております。そ

の後は300万円、270万円と減額されてきてお

りますが、昨年は、岸上墓地周辺の法面を、

防草シートを施工したことにより348万円と

なっております。当局として、いつまで除草

作業に何百万という大金をはたいていくのか

ということです。岸上紀の川線法面の除草を、

今後も業者委託していくのか、また、法面に

ついて、当局はどのような考えを持っておら

れるのかをお聞きしまして、１回目の質問を

終わります。 

 次に、小・中学校のＡＥＤ設置状況につい

てでございますが、現在はいずれの学校にも

設置されておりません。しかし、たくさんの

子どもたちを預かる小・中学校であります。

財政状況は大変厳しいものがございますが、

産業文化会館等の公共施設、また学校には、

ＡＥＤの設置を市長部局と協議の上、順次推

進するよう努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（中上良隆君）消防長。 

〔消防長（大西洋二君）登壇〕 

○消防長（大西洋二君）中本議員のご質問に

お答えします。  よろしくお願いします。 

○議長（中上良隆君）19番 中本君の一般質

問に対する答弁を求めます。 

 救急救命率向上へのＡＥＤ（自動体外式除

細動器）普及についての、１点目の、ＡＥＤ

指導用トレーナーを用いた救急講習会につい 教育長。 
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てですが、以前は、一般市民が行う救命処置

には、除細動は含まれておりませんでしたが、

非医療従事者による自動体外式除細動器の使

用のあり方検討会報告書を受け、平成16年７

月の厚生労働省からの通達で、緊急時には一

般人でも使えるようになりました。このこと

により、消防本部は、平成17年度からＡＥＤ

トレーナー４体を取り入れた救急訓練指導を

行っています。 

 平成17年中には訓練指導31回、参加者662

人、平成18年中は57回、参加者1,141人、平成

19年中は７月現在で50回、参加者1,128人、延

べ138回、2,931名にＡＥＤの訓練指導を行っ

ております。 

 高野口町につきましても、伊都消防組合消

防本部が平成17年中に12回、119人、平成18

年中に26回、408人、平成19年は13回、252人、

延べ51回、779人で同様の訓練を行いました。 

 今後も市民のニーズにこたえるためにも、

ＡＥＤを使用した新しい心肺蘇生法の普及啓

発に、消防本部全体で積極的に取り組んでい

くことが大切だと考えております。 

 以上です。 

○議長（中上良隆君）建設部長。 

〔建設部長（坂本信良君）登壇〕 

○建設部長（坂本信良君）議員おただしの、

市道岸上紀の川線法面の除草についてでござ

いますが、全面積の約２万㎡を業者に委託し

てきました。橋本市シルバー人材センターに

委託を行う方法もありますが、法勾配がきつ

く作業に危険を伴うため、業者に委託する方

法で除草を行っております。昨年度から、一

部防草シートの施工により草の抑止に努めて

おり、本年度におきましては、職員で面積約

１万㎡の草刈りを行い、防草シート面積約600

㎡の施工予定であります。残り面積約１万㎡

は、従来どおり業者委託をしました。 

 また、本年度、緑の募金事業で苗木を確保

し、植樹する予定でおります。今後も直営施

工並びに業者委託で対応し、並行して防草シ

ートの施工及び植栽を行い、草の抑止に努め

てまいりたいと考えておりますので、よろし

くお願いをいたします。 

○議長（中上良隆君）19番 中本君、再質問

ありますか。 

 19番 中本君。 

○19番（中本正人君）ありがとうございまし

た。それではまず、ＡＥＤの取り扱いを含め

た救命講習会ということにつきまして、再質

問させていただきたいと思います。 

 今、消防長のほうからも答弁いただきまし

たように、回数、また受講者数というのは、

かなりいっているということについて、私も

ある面では安心したと思います。しかし、私

の言いたいのは、今現在、橋本人口７万人と

して、そして二十歳以上の人が約５万5,000

人以上いてる中で、ほんの数％しかこのＡＥ

Ｄという装置について知らないということで

す。救命講習は今までずっとやられておりま

すから、かなりの人はいてると思いますけど

も、このＡＥＤについては、本当に数％の人

しか知らないということについて、やはり私

は、一人でも多くの方にこのＡＥＤという装

置を知っていただきたいと思うわけでござい

ます。 

 ここで、私はお願いしたいんですけども、

これは教育委員会にお願いしたいんですけど

も、21校ある小・中学校の先生方で、先ほど

答弁の中で、ＡＥＤの取り扱いを含めたあれ

は、約20％の先生方が受けてもらっていると

聞きました。今現在、橋本市内の小・中学校

の先生で、講師先生も含めて450名ぐらいの先

生がいてると聞いておりますけども、ここで

お伺いしたいのは、教師である、子どもを預

かる先生方が、まだ２割ぐらいの受講ではど

うなのかなということ。せめて、大事な子ど
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もを預かる先生方は、全員がＡＥＤを含めた

救命講習会、心肺蘇生法というものを身につ

けてほしいなと思います。ですから、この件

については答弁は要りませんけども、もう一

度再確認していただきたいということを、お

願いしたいと思います。 

 ここで一つお願いしたいんですけども、今

現在、橋本市内で少年スポーツ団体は48ある

と私は聞いております。その指導者に、ＡＥ

Ｄを含めた救命講習会の実施をぜひともやっ

ていただきたい、お願いしたいと思うんです。

この件はお願いしたい。この件については消

防長、どうですか。先ほど言い忘れましたけ

ども、市民病院でも嶋田先生が中心となって、

救命講習会を職員の皆さんや市民も含めてや

っていただいているということにつきまして、

心からお礼を申し上げたいと思います。 

 ということで、消防長、先ほど申し上げま

したスポーツ少年団体の指導者の皆さんの講

習会、いかがなものでしょうか。よろしくお

願いします。 

○議長（中上良隆君）消防長。 

○消防長（大西洋二君）先ほど、中本議員か

らおっしゃられております普通救命講習会、

先ほども言いましたようにＡＥＤトレーナー

４体、普通救命講習会につきましては、ＡＥ

Ｄトレーナーで一人５人というある程度の限

定がございます。というのは、習う以上はと

ことんさわっていただいて、実際にできるま

で講習するということで修了証を交付してお

ります。ただ、先ほど述べました中には、プ

ール開きとかいろんな中で、そういうトレー

ナーを持っていって数人の方に教えて、それ

で講習会終わったという形を含めての人数で

ございます。 

 そういう流れの中で、少年スポーツ団体が

48団体ということで、でき得ればこの団体を

まとめる箇所で何らかの日を指定していただ

いて、数回に分けて指導するのがベストでは

ないかということでございます。その日につ

いては、このスポーツ団体がまとめていただ

いて、要望なりしていただければ結構かと思

います。 

 以上です。 

○議長（中上良隆君）19番 中本君。 

○19番（中本正人君）ありがとうございまし

た。やってもらえるということで受けとめて

いいんですね。はい。わかりました。 

 そして、この件について最後になりますけ

ども、私、各地区団体においてでも、やはり

市民の皆さん一人でも多く知ってもらえると

いうことにおいて、各地区においても呼びか

けをお願いしたいなと思いますので、これは

一応、区長連合会にでもお話ししていただけ

ればどうかなということで、要望しておきま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

 続きまして、産業文化会館、文化センター、

公民館等についてのＡＥＤの設置ということ

をお伺いしたい。確かに、今、教育長の答弁

いただいたように、前向きに考えているとい

うことは重々よくわかりました。しかし、い

つからというと、定かな答弁をいただいてお

りませんけども、私は、せめて高野口の産業

文化会館は、すぐにでも設置していただくと

いう答弁を期待していたんですけども、これ

もいずれはしてくれるだろうとは思うんです

けども、やはり大きな会館ですし、できる限

り早く設置していただきますようお願いした

いと思います。 

 確かに、このＡＥＤにつきましては、各自

治体においてでも庁舎には設置してある自治

体が多いです。しかし、公共施設まではいっ

ていないというのも、これも事実。しかし、

実質、主な公共施設まで既にもう設置されて

いる自治体もあるということも、これも事実。

近隣では、河内長野市とか紀の川市ではされ
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ておると思います。特に、紀の川市では、こ

ういうふうに公共施設のＡＥＤマップ、これ

も一応作成されております。それぐらいやは

り、やっているということです。 

 ここで、ちょっと私、お伺いしたいんです

けども、今、庁舎内に設置されているＡＥＤ

について、この設置についてどのように職員

の皆さんに説明をしてあるのか。場所等につ

いても。どのような説明をして設置したのか

というのを、ちょっとお聞かせ願いたいと思

いますので、よろしくお願いします。 

○議長（中上良隆君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（上田敬二君）設置について

は、昨年度、健康福祉部、健康課が窓口にな

りまして設置させていただきました。その後、

機械だけあっても用を足しませんので、職員

課が職員用に、使用についての研修を何回か

やられております。それとあわせて、先ほど

議員からご紹介にありました、市民病院で定

期的に救命講習をやられておりますので、職

員がその都度、その都度、市民病院のほうへ

行って、講習もあわせて受けております。 

 周知徹底につきましては、当然、毎日庁舎

職員、中におりますので、１階、２階、２カ

所については周知しておりますし、文書で回

させていただいたかどうか、それはちょっと

今のところ記憶ありませんけれども、周知に

ついては十分やっておると思っております。 

○議長（中上良隆君）19番 中本君。 

○19番（中本正人君）私が、なぜこの質問を

したかといいますと、私も今日この質問をす

るに対して、何人かの職員にお尋ねしました。

このＡＥＤについて。そしたら、中にはもち

ろんＡＥＤの使用についても、また設置場所

についても知っている方もおりました。しか

し、１階は知っていても２階の設置場所は知

らない、また逆の場合もあるわけです。中に

はＡＥＤの装置すら知らない職員もいてると

いうことです。今、部長が言われたように、

文書では出したかどうか知りませんけども、

現実はそんなんですよ。 

 ここで、私、言いたいんですけども、この

９月１日に、もう皆さんもご存じだと思いま

すけども、ＰＬ学園で野球部の生徒が亡くな

ってますよね。そのときに、私、テレビ報道

で聞きましたけども、ＰＬ学園にはＡＥＤが

設置してあるんです。けど、その設置場所を

知らない。そして、設置してある場所の逆の

方向を探していたということです。それでと

うとう設置してあるにもかかわらず、このＡ

ＥＤを使っていない。こんなばかげたことは

ないですわね。私も今これをお尋ねしたのは、

こういうことのないように、うちは庁舎内や

から、そんな１階、２階で小さな面積やから、

すぐわかると思いますけども、これも同じこ

とが、僕言えると思うんですよね。ですから、

もう一度、再度、ＡＥＤについての説明、そ

れから設置場所等について徹底してほしいな

というふうに要望しておきます。 

 ここで一つ、私、お願いしたいんですけど

も、今現在、庁舎内１階、２階にＡＥＤがあ

りますけども、国道を挟んで前には消防本部

もあります。そこで、それは多いにこしたこ

とないけども、今の本市ではＡＥＤが本当に

少ない。その１台を、先ほど、私、言いまし

た高野口の産業文化会館に設置することはで

きませんか。私は十分できると思います。ま

た、運動公園のテニスコートに二つＡＥＤが

設置してありますわね。ＡＥＤが。それで、

そのうち一つは、夏場の市民プール用に使わ

れております。それはいいと思います。しか

し、その１台の、プール使用以外の10カ月か

らの期間を、他の施設に設置することはでき

ないのでしょうか。また、庁舎内に置いてあ

るＡＥＤを、庁舎閉庁のときに、休暇のとき

に、貸し出しすることはできないものか。こ
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んないい物がありながら、庁舎の休み、土曜

日、日曜日、祭日に眠らせておくのもどうか

なと私なりに考えております。この３点につ

いて、答弁願いたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○議長（中上良隆君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（上田敬二君）まず、各施設

への設置なんですけれども、各施設への設置

につきましては、各施設の管理者が判断して

設置すべきものと考えております。昨年、各

施設にほとんどついてないということで、健

康福祉部長名で、購入について推進するよう

文書で通知させていただきました。その後、

最終的には予算の段階で、どういう判断をさ

れるかというところに尽きるのではないかな

と思いますけれども。そういうことで、一応、

健康を預かる健康福祉部としては、各施設管

理者に対して通知をさせていただいておると

ころでございます。 

 それと、ちょうどさっきの話に戻るんです

けれども、庁舎に設置してある機械の利用、

これは当然、心臓発作等、市民の来場者、職

員も含めてですけども、あったときにすぐ対

応しなければならないと。使い方がわからな

ければどうしようもないので、特に１階部分

については、健康福祉部の前に、保険年金課

の前につけてあります。ですから、健康福祉

部の職員だけは、ちょっと入れ替わって、す

べてではありませんけれども、積極的に講習

を受けて、いつでも対応できるようにという

ことで、ちょっと人数までは数えたことあり

ませんけれども、職員については積極的に講

習受講を言わせてもらった経緯があります。

当然、健康課の職員についても同様でござい

ます。 

 それと、貸し出しについてなんですけども、

１階、２階、庁舎つけさせていただいた一番

最初の時点で、２台あれば１台、土曜、日曜

のイベント等にも対応できるん違うかという

ことで、１台は申し出いただいたらお貸しで

きるのではないか、規則とかルールづくりに

ついては、まだきっちりできておるかできな

いか、私、今確認できておりませんけれども、

基本的にはお貸しできるのではないかと。そ

ういうことで２台導入させていただきました。 

○議長（中上良隆君）19番 中本君。 

○19番（中本正人君）今質問させてもらった

のは、庁舎にある２つの１つを、これを産業

文化会館に設置できないかとか、その施設の

管理者ですか、予算がない、予算がないとい

う中で、その施設の管理者、そんなの無理で

すわ。少ない台数でも有効に活用していくの

が大事ではないのかな。ですから、まずは簡

単に、庁舎内に二つある、１階か２階の一つ

を高野口の産業文化会館に持っていくことは

できないんですか、とか、先ほども言いまし

たように、テニスコートに二つある部分の一

つを、こんなテニスコートに二つも要ります

か。その夏のプール使用期間以外は、よその

公共施設に設置することできないんですか。

それを僕、聞いとるんですよ。もう一度答弁

お願いします。できないならできないでいい

ですよ。 

○議長（中上良隆君）副市長。 

○副市長（清原雅代君）ただ今、中本議員の

おただしについてお答えいたします。 

 とてもいいご提案だと思いますので、一度

内部で、その方向で検討してまいりたいと思

います。あとのいろんな施設につきましては、

教育長がご答弁させていただきましたように、

一気にはまいりませんけれども、計画的に今

後、配置できるよう検討してまいりたいと思

います。 

○議長（中上良隆君）19番 中本君。 

○19番（中本正人君）ありがとうございまし

た。それで納得です。 
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 それでは次の、小・中学校のＡＥＤという

ことについてお伺いしたいと思います。 

 お隣の、近隣市の河内長野市や紀の川市、

また有田市では、全中学校に設置してますよ。

これも多分、教育委員会の方も知っていると

思いますけども。また、有田市では小学校も

全部設置しています。これについて、私もち

ょっと聞いてみたんですけども、それは有田

市では箕島高校が近くにありますけども、箕

島高校の体育の授業中にソフトボールをして

いた生徒が突然倒れ、亡くなったということ。

しかし、消防隊、救急隊が来たときにはもう

既に遅かったということだそうです。 

 そこで、市長はじめ議員の皆さんも、これ

ではいかんということで、早急に設置したと

私は聞いております。なのに本市では、21校

ある小・中学校、ましてや中学校の７校だけ

でも設置できないものかということを、僕は

言いたいわけです。 

 河内長野市でも、また紀の川市でも、今は

小学校は設置していませんけども、小学校に

も設置できるように、今、検討しているとい

うことも私、聞いております。 

 そして、私、一応何か印象に残っているん

ですけども、河内長野市の担当者が自信たっ

ぷりに「うちの市長は、市民の安全と安心を

まず第一に考えている」と。これを私は思っ

た。そんなこと思うのは、どこの自治体の市

長でも一緒やと私は思っておりましたけども、

だけど自信たっぷりにそういうふうに言われ

たので、ごっつ私、記憶に残っているわけで

す。 

 ここで、ちょっと近隣のＡＥＤの設置台数

をご紹介させていただきたいんですけども、

河内長野市では22台設置しています。そして

紀の川市では12台、有田市では13台、そして

私いつも比べてますんやけど、ちょうど和歌

山、大阪、奈良ということで、奈良の五條市

では１台もまだ設置されておりません。そう

いう自治体もあるんですけどね。そこで、私、

有田市が今13台設置してますけども、これも

レンタルでやっているということ。この13台

でいくらかというと５万5,300円、13台。１台

4,000円ちょっとでレンタルしているわけ。こ

れ、有田市に聞いてください。私も聞きまし

たから間違いないです。１台4,000円ちょっと

でね。本当ですよ。13台を月５万5,300円でや

っているんですよ。ということは１台四千二、

三百円ですよ。となれば、市内の中学校、例

えば７校に設置してでも、３万円も要らない。

月ですけどね、もちろん。それができないの

かなと思うと、何か私、寂しく思うんですけ

ども、もちろんこれ、予算ということで、教

育委員会としてももちろんやろうと、設置し

ようという気持ちは十分わかります。しかし、

いかんせんやっぱり予算ということになれば、

最終的にはやっぱり市長にお願いせな仕方な

いということで、せめて、私、市内21校して

ほしいけども、今考えたときに、最低でも中

学校の７校は設置できないものか。これは私

も最終的に市長にお願いするしかないので、

市長にお聞きしたいと思うんですけども。仮

に市内21校してでも、10万円要りませんよ、

８万円ちょっとですよ。ひとつよろしくお願

いします。 

○議長（中上良隆君）市長。 

〔市長（木下善之君）登壇〕 

○市長（木下善之君）中本議員の質問にお答

えしたいと思います。本当に人の、人間の命

の尊さということ、本当に大切なことでござ

います。私、常々安全・安心ということで、

皆さんの、市民の方に申し上げておるわけで

ありますが、今の何しますと、やはりいっぺ

んには埋まらんと思いますけれども、計画的

に、ここ２年ほどの間に、小・中学校に、差

し当たって中学校に先するとかして、２年以
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内ぐらいには、何とかひとつ努力をしてまい

りたいと考えておりますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

○議長（中上良隆君）19番 中本君。 

○19番（中本正人君）ありがとうございまし

た。２年以内ということで、あまり私も無理

も言えないと思うし、これは辛抱しますけど

も、できる限り、市長、早く設置していただ

けますようお願いしたいと思います。 

 それでは２点目の、市道岸上紀の川線の法

面ということについてお伺いしたいと思いま

す。答弁を聞かせていただいて、確かに当局

としても、草の抑止等について努力してくれ

ているということはよくわかります。そして、

その中で、この財政厳しい中で、職員が約２

万㎡の半分の１万㎡を草を刈ってくれたとい

うことについて、これは私も聞きました。そ

して、建設課の担当課長にお話聞きました。

私、本当にうれしかった。私が喜ぶのはおか

しいですけども、本当に聞いてうれしかった。

この炎天下、１万㎡の草を、課長はじめ職員

の皆さんが草刈りしてくれてるんですよ。そ

して、最も感動したのは、自分たちの手で草

刈りした予算の部分で、新しく防草シートを

施工するんだという、先ほどの答弁にあった

ように。この気持ちが僕は非常に大事だ、う

れしいと思いました。こういう気持ちが、全

職員が今以上こういう気持ちを持っていただ

いたら、すばらしい自治体になるだろうな、

県下一の自治体どころか、日本一の自治体に

なるんじゃないかなと私、本当にまじで思い

ます。 

 そこで、ちょっと防草シートということは

皆さんも知ってはると思いますけども、簡単

に説明すれば、ＪＲ和歌山線の銭坂市脇から、

野へ上がる、あの面が約半分、200ｍぐらいあ

るかな、あれは一応ネズミのあれで張ってま

すよね。あれもちょっと私、ＪＲ和歌山支社

に聞いてみたんです。そしたら、あれはちょ

っと高価な物でした。やっぱり㎡、七、八千

円するということで、あの部分だけで約500

万円ほどかかったと聞いております。 

 しかし、私、先ほども言いましたように、

岸上墓地の法面、一部ですね、あれも一応防

草シート張ってくれてますわね。あれはもう

僕見たとき、「あ、いろいろと考えてくれてる

んだな」というふうに理解しました。あれは

そんな、ＪＲのような高価な物ではありませ

んけども、やはりやることによって、次年度

からは底の部分の草刈りをしなくていいとい

うことだと思うんですよね。 

 そして、先ほど答弁にもあったように、こ

れからも直営施工と、それで業者委託並行し

て防草シートを張っていきたいということに

ついては、私もよくわかりました。 

 それで、ここでちょっと質問したいんです

けども、答弁の中で、新しく樹を植栽してい

きたいという考えがあるというふうに言われ

ましたけども、どのような樹を植栽しようと

するのか。また、どのくらいの本数を植えよ

うとしているのか、ちょっとお聞きします。 

○議長（中上良隆君）建設部長。 

○建設部長（坂本信良君）19年度で植栽を予

定している内容につきましては、樹種につい

ては、まだ近隣区との調整、また市の考え方

の調整は済んでおりませんので、確定はして

おりませんけれども、市の考え方といたしま

しては、常緑樹といいますと、葉が生い茂る

ことによって下の下草が生えないというよう

な効果をねらって植栽するわけでございます

ので、常緑樹のクスだとか、それからカシ等、

常に下に光が当たらないような樹種で考えて

いきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（中上良隆君）19番 中本君。 

○19番（中本正人君）よくわかりました。こ
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の樹については、土壌的には問題はないんで

すか。というのも、私も地元の一人として、

よく、あの法面に、あの淡路島のように水仙

を植えて、紀の川水仙峡にしたらどうやな、

という話も私、区の中で話したことを思い出

しています。これ、土壌的には問題ないんで

すね、その樹に関しては。 

○建設部長（坂本信良君）あの長大法面でバ

ラの植栽を行ったわけでございますけれども、

施工年度につきましては平成８年から平成11

年度までの４カ年で、面積にしまして800㎡の

植栽を行っております。費用等につきまして

は、約400万円ほど費用が出ております。 

○議長（中上良隆君）19番 中本君。 

○議長（中上良隆君）建設部長。 ○19番（中本正人君）じゃ、それだけでもう

終わったということですね。一応４年計画し

た中で、バラの花を植えただけで、あとはし

なかったということですか。はい。わかりま

した。 

○建設部長（坂本信良君）以前にバラ等を植

えたときに、非常に草の勢いが強くて、バラ

等が枯れてしまったということもございまし

て、その後、議会からもいろいろご指摘をい

ただいた中で、土壌調査をいたしました。で、

あの土壌につきましては、桜だとかバラ等に

ついては、植えるところの土壌改良が必要で

あるというふうな結果が出ているわけでござ

いますけれども、今回のカシだとかクスノキ

等、決定はしておりませんけれども、その辺

については、再度適合するかどうかも含めま

して、植えるまでに検討してまいりたいとい

うふうに思っております。 

 一応そういうことで、当局としても、法面

対策についていろいろと努力してくれている

というのはよくわかりました。今後ともまた、

よろしくお願いしたいと思います。そして、

私、あの法面に対して、木下市長がよく言わ

れております、かけております「花いっぱい

運動」、あれで、あの紀の川線法面一面を、今

年のように菜の花でも、だーっとしたとき、

どんな感じになるかな。ひょっとしたら橋本

の一つの名所になるんじゃないかなというふ

うに考えるわけです。私、個人的に。そうい

うことも含めて、今後とも法面対策について

お願いしたい。 

○議長（中上良隆君）19番 中本君。 

○19番（中本正人君）よくわかりました。と

いうのは、以前にも、桜の樹も植えていただ

きましたよね。あれは区で植えたんかな、そ

したら。あれも実際、私も楽しみにしてまし

たんやけども、桜の花見るあれもなく、残念

に終わったんですけども、そういう中で、私、

今、後から聞こうと思ったんですけど、先ほ

ど部長言われたバラの花ですね。あれもたし

か平成七、八年ですか、ぐらいに、花植える

５カ年計画とかで、たしかバラの花を植えた

と思うんですね。それもやはり草に負けてだ

めだったということを、今言われてましたけ

ど、あの５カ年計画というのは、バラの花だ

けでもう終わりましたか。その辺の経過につ

いて、もう一度お願いします。 

 そして、最後になりますけども、１日も早

く法面対策やっていただいて、私、以前から

お願いしています、あの法面、テールアルメ

の壁面に壁画を描いていただくこと、切にお

願い申し上げまして、質問を終わりたいと思

います。 

 ありがとうございました。 

○議長（中上良隆君）これをもって19番 中

本君の一般質問は終わりました。 

 この際、３時10分まで休憩いたします。 

（午後２時58分 休憩） 

     

○議長（中上良隆君）建設部長。 
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